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子ども医療費助成事業における被用者保険分の審査・支払事務の 

委託先変更について 
千葉県健康福祉部児童家庭課 

 

 

子ども医療費の審査・支払事務については、国民健康保険分、被用者保険分ともに千葉

県国民健康保険団体連合会へ委託していますが、平成２４年４月提出分から被用者保険分

の審査・支払事務の委託先を社会保険診療報酬支払基金へ変更する予定です。 

つきましては、平成２４年４月提出分からは、子ども医療費の被用者保険分については、

社会保険診療報酬支払基金千葉支部へ公費併用レセプトにより請求くださるようお願い

いたします。 

また、これに伴い、レセプトコンピュータの改修等が必要となる場合がありますので、

お手数ではございますが、システム開発業者等にご確認のうえ、請求時までに改修等の対

応をお願いいたします。 
 

１ 請求の流れ 

 （１）現行（平成２４年３月提出分まで） 
 

保険負担分及び子ども医療負担分 
公費併用レセプト 

 医 療 機 関  国保連合会 
市 町 村 国 保 

 

 

 

保険負担分 
レセプト原本 

 国保連合会 

  医 療 機 関 
 国保連合会 

 

子ども医療負担分 
レセプト（写）又は 10 名連記式請求書 

国 保 組 合 

  

 

保険負担分 
レセプト原本 

 支 払 基 金 

  医 療 機 関 
 国保連合会 

 

子ども医療負担分 
レセプト（写）又は 10 名連記式請求書 

社 保 
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（２）変更後（平成２４年４月提出分から） 
 

保険負担分及び子ども医療負担分 
公費併用レセプト 

 医 療 機 関  国保連合会 

市 町 村 国 保

（従来どおり

変更なし） 

 

 

 

保険負担分及び子ども医療負担分 
公費併用レセプト 

 医 療 機 関  国保連合会  
国 保 組 合 

  
 

保険負担分及び子ども医療負担分 
公費併用レセプト 

 医 療 機 関  支 払 基 金  
社 保 

 

 

※ 請求方法は、すべて公費併用レセプトによる請求となります。これまで、社保、国保

組合分の請求で作成いただいていたレセプトの写し又は 10 名連記式請求書による請

求は、なくなります。 

 

※ すべて公費併用レセプトによる請求となるため、これまでお支払いしていた医療機関

事務手数料（診療報酬明細書等１件当たり３０円）は廃止されます。 

 

 

２ その他 

・請求先の変更については、別途、社会保険診療報酬支払基金から医療機関あてにお

知らせがあります。 

・請求方法でご不明な点については、国民健康保険分については千葉県国民健康保険

団体連合会へ、被用者保険部分については社会保険診療報酬支払基金へお問い合わ

せください。 

・医療機関用手引きを１月中に千葉県ホームページへ掲載する予定ですので、こちら

も参考にしてください。 
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○子ども医療費の請求に関するお問い合わせ先 

【国民健康保険分】 

千葉県国民健康保険団体連合会 業務第一部管理課 子ども医療担当 

住 所：〒２６３－００１６ 千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 

電 話：０４３－２５４－７３６４ ＦＡＸ：０４３－２５４－７６３２ 

 

【被用者保険分】 

社会保険診療報酬支払基金千葉支部 審査企画部事業管理課 

住 所：〒２６０－８５２１  千葉市中央区問屋町２番１号 

電 話：０４３－２４１－９１５１（代表） ＦＡＸ：０４３－２３８－４３３７ 
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